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 １．短時間行路に臨時列車を組み込んで運用した理由を明らかにすること。 

２．変行路ではなく臨行路として運用した理由を明らかにすること。 

３．短時間行路は見直された乗務員勤務制度の趣旨に沿って運用すること。 

４．回答は１０月１０日までに行うこと。 

 

● 熱中症予防に対する新潟支社の考え方及び予算措置を明らかにすること。 

● 熱中症に対するリスク管理を系統別に明らかにすること。 

● 熱中症予防に関する全社員教育を行うこと。 

● 7 月 1 日～9 月 30 日を熱中症対策期間とし、外出時に携行できる飲料等を支

給すると共に必要な冷蔵装置を配備すること。 

● 災害や多客等屋外で長時間対応させる場合は適宜小休止を指示すること。 

● 乗務員室背面に「熱中症予防のため乗務中に水分補給を行います」のステッ

カー表記を行い、お客さまにご理解いただくこと。 
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